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期 中 の 評 価 個 表

事業名 復旧治山（国有林） 事業計画期間 昭和56年度～平成22年度（30年間）

事業実施地区名 佐陀川上流 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (さだがわじょうりゅう) 鳥取森林管理署

(鳥取県)

事業の概要・目的 当地区は、大山の土砂発生源のひとつである大山北壁といわれる大規模崩壊地
である。大山が解体期の山であること、冬の季節風にさらされる独立峰であるこ
とと相まって、生産される土量は膨大な量である。平成10年度には北壁大崩落に
よりさらに多量の土砂が堆積し、豪雨の度に土砂が流出している。
このため、渓間工により不安定土砂の移動を抑止し渓床を安定させ、下流域の
保全、保安林機能の増進を図ることを目的に事業を実施している。
なお、近年の集中豪雨等により下流部へ流出した不安定土砂が移動し、渓床の
荒廃並びに渓岸の侵食作用が著しいことから、早急な対策が必要となったため、
平成17年度に計画を見直し渓間工を増設する計画として現在に至ってる。
主な事業内容：渓間工 36 基
総事業費：1,723,076千円（平成15年度の評価時点：1,786,529千円）

① 費用対効果分析 平成15年度に期中の評価を行って以降、平成17年度に事業計画区域の見直しを
の算定基礎となっ 行い、渓間工の増設をしたが、事業計画区域が縮小したため、総事業費を1,786,
た要因の変化 529千円から1,723,076千円に変更している。

なお、平成20年度における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。
総 費 用（Ｃ） 2,704,534 千円
総 便 益（Ｂ）水源かん養便益 1,924,436 千円

山地保全便益 8,345,978 千円
計 10,270,414 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.80

② 森林・林業情 当地区は、殆どが原生的な森林が占め、豊かな自然を有することから森林生態
勢、農山漁村の状 系保護地域として指定し保護している。降水量は、日本海側気候であるため、冬
況その他の社会経 季と梅雨期に多く、積雪量は山間部では1ｍ前後、スキー場のある付近では2ｍを
済情勢の変化 超えることもあり、また、大山山頂は氷点下10℃を下回るなど厳しい気象環境で

ある。
大山登山の中心地として、登山客も多く観光産業で賑わっている。
周辺の社会経済情勢については、特段の変化はない。
保全対象：人家 60戸、県道 500ｍ

③ 事業の進捗状況 当地区の特殊荒廃地斜面からの崩落土砂の移動抑止と山脚の固定のため渓間工
を中心に施工している。また、当地区は大山隠岐国立公園内であることから、復
旧にあたっては自然環境の保全に配慮しつつ事業実施に努めている。
事業の進捗率は、78％(平成19年度末事業費)である。

④ 関連事業の整備 下流域では、国土交通省による直轄砂防事業及び鳥取県による民有林治山事業
状況 が実施されている。

⑤ 地元（受益者、 当地区流域の荒廃を抑制して、下流域の土砂災害を防止するための事業の継続
地方公共団体等） は必要。
の意向 下流域で実施している民有林治山事業及び直轄砂防事業との連携した対策及び

自然環境・景観に配慮した計画、工法を望む。 （鳥取県）
当地区流域の荒廃を抑制して、下流域の土砂災害を防止する上で必要性を認識
している。景観・生態系に配慮した事業の継続を望む。 （大山町）

⑥ 事業コスト縮減 間伐材や現地発生材を利用した工法の採用等による工事コストの低減に加え、
等の可能性 大山隠岐国立公園内であることから環境との調和を目的とした修景の残存型枠等

を採用し、ライフサイクルコストの低減に努めている。今後も、現地の状況に応
じて工種・工法を検討・採用しさらにコスト縮減に努める。

⑦ 代替案の実現可 該当なし。
能性

第三者委員会の意見 下流域の保全の必要性、地域の要望等から対象事業を継続することが妥当と考
える。
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評価結果及び実施方 ・必要性： 崖錐部及び渓床に堆積する不安定土砂の状況から、放置すれば荒廃
針 の拡大が懸念されており、また、地元から事業の継続実施を要望され

ていることから、事業の必要性が認められる。
・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効果的かつ効率的な

工種・工法で検討しており、事業実施にあたってもコスト縮減に努め
ていることから、事業の効率性が認められる。

・有効性： 当事業の効果として、渓間工によって渓床勾配が緩和され渓床に堆
積している土砂が安定化する等下流域の保全が図られてきており、事
業の継続により更にその効果が高まっていくものと考えられ、事業の
有効性が認められる。

上記①～⑦の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
え総合的かつ客観的に検討したところ、事業の継続実施が妥当と判断される。
・実施方針： 事業を継続する。


